
宮崎市訪問入浴サービス事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、居住地等において入浴することが困難な身体障がい児（者）に対し、

入浴車を派遣して入浴サービスを行うことにより、本人及びその家族の福祉の増進を図る

ことを目的に行う訪問入浴サービス事業（以下「サービス」という。）について、宮崎市

地域生活支援事業実施要綱（平成１８年９月２６日伺定）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。

（サービスの内容）

第２条 地域における身体障がい児（者）の生活を支援するため、利用者の居住地等へ入浴

車を派遣してサービスを提供し、身体障がい児（者）の身体の清潔の保持、心身機能の維

持等を図る。

（利用者）

第３条 利用者は、市内に居住する身体障がい者手帳１級（これに相当するものとして、市

長が特に必要と認める者を含む。）の所持者又は難病等の者で、次の各号のいずれにも該当

する者とする（障がい児にあっては、心身の状態がこれらに相当するものとする。）。

ただし、介護保険制度の対象となる者については、介護保険でのサービス利用を優先す

るものとする。

（１）常時臥床、又はこれに準ずる状態にあり、家族だけでは入浴させることが困難、かつ

ホームヘルプ等の他のサービスを利用しても入浴が困難な者

（２）入浴可能な健康状態にある者

（申請）

第４条 前条に規定する利用者又は１８歳未満の児童の保護者で当該サービスを希望する者

（以下「申請者」という。）は、宮崎市地域生活支援事業実施要綱第６条に定めるものの

ほか、調査書（様式第１号）及び医師の意見書（様式第２号）を市長に提出しなければな

らない。

（サービスに要する費用の額）

第５条 サービスに要する費用の額は、１単位の単価１０円として別表に定める単位数によ

り算定するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、サービスに伴う光熱水費等の実費は利用者の負担とする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成７年１月４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１３年４月２日から施行する。



附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。



〔別表１〕

〔別表２〕

（備考）

看護職員とは、看護師、准看護師をいう。

部分浴とは、洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。

実 施 区 分 金 額 算定単価

看護職員１人及び介護職員２人

で行う訪問入浴

全身入浴 １，２５０単位

１人１回当たり

清拭及び

部分入浴
８７５単位

介護職員３人で行う訪問入浴

全身入浴 １，１８８単位

清拭及び

部分入浴
８３２単位

項 目 金 額 算定単価

利用者負担上限額管理加算 １５０単位 １人１月につき



様式第１号

宮崎市身体障がい児（者）訪問入浴サービス事業調査書

対
象
者

氏 名 生 年 月 日 年 齢 性別

（明・大・昭・平・令）

年 月 日

男

女

同
居
家
族
（
付
き
添
い
者
に
は
○
印
を
）

氏 名 続 柄 年 齢 特記事項

担
当
者
記
入
欄

承 諾 書

私は、家族の「 」が、宮崎市が実施する身体障がい児（者）訪

問入浴サービスを利用するにあたり、事故が発生しても、一切異議申立ては行いません。ま

た、利用する際は、下記の事項を遵守いたします。

１．入浴する際には、必ず１名付き添いを付け、入浴に立ち会うとともに介護にあたるこ

と。

２．登録者は、入浴前に必ず入浴を承諾し、付き添い人がこれを確認すること。

３．登録者が入浴を希望しても、身体の状態など入浴により心身等に悪影響を及ぼすと判

断される時は、即刻中止することがあること。

年 月 日

住 所 宮崎市

介護人氏名

宮崎市長 殿



意 見 書

住 所 宮崎市

氏 名

昭和

生年月日 平成 年 月 日 （ 歳）

令和

１．主病名（症状）

２．伝染性疾患の有無 有 ・ 無

３．現在の血圧

血圧 （最高値 ｍｍＨｇ） （最低値 ｍｍＨｇ）

４．入浴サービスの適否 （ 適当 ・ 不適当 ）

５．入浴、輸送上特に留意すべき事項等

年 月 日

住 所

医 師 名

電話番号（ ）

※この意見書は、入浴、輸送等の参考として交付するもので万一事故等が発生してもその責

任は負いかねますので申し添えます。


